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神戸市告示第142号 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第 57 条第１項の規定により，

認定特定非営利活動法人の認定が効力を失ったため，同条第２項の規定により，

次のとおり告示する。 

令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 名称 

特定非営利活動法人黄河の森緑化ネットワーク 

２ 主たる事務所の所在地 

神戸市中央区下山手通 7-11-12 福建会館内 

３ 代表者の氏名 

金 啓功 

４ 失効の理由 

  認定の有効期間（令和２年５月 15 日～令和７年５月 14 日）が経過したため

（特定非営利活動促進法第 57 条第１項第１号） 

５ 失効年月日 

令和７年５月 15 日 
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神戸市告示第143号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の２第11項の規定により、桃山台自治会、幸陽町自

治会、岩岡サンタウン自治会、錦ヶ丘自治会、中野自治会、神戸北町大原３丁目自治会、ファ

ミールタウン鈴蘭台自治会、鴨子ヶ原三丁目自治会、君影町四・五丁目自治会、行原自治会、

ひよどり台南町自治会について、告示された事項に変更があったとして届出があったので、同

条第10項の規定により次のとおり告示する。 

令和７年５月27日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 届け出た地縁による団体 

名称 桃山台自治会 幸陽町自治会 岩岡サンタウン自治会 

主たる事務所 
神戸市垂水区桃山台４丁

目１番地の12 

神戸市北区幸陽町２丁目

11番地の６ 

神戸市西区岩岡町岩岡

616番地の113 

代表者の氏名 糴川 高嗣 湯川 哲三 谷口 壽男 

代表者の住所 
神戸市垂水区桃山台３丁

目１番地の６ 

神戸市北区幸陽町３丁目

11番地の１ 

神戸市西区岩岡町岩岡

616番地の26 

名称 錦ヶ丘自治会 中野自治会 
神戸北町大原３丁目自

治会 

主たる事務所 
神戸市西区玉津町新方14

番地の19 

神戸市西区中野１丁目23

番地の５ 

神戸市北区大原３丁目

20番１号 

代表者の氏名 宮城 直広 駒田 芳 細川 みどり 

代表者の住所 
神戸市西区玉津町新方14

番地の19 

神戸市西区中野２丁目19

番地の６ 

神戸市北区大原３丁目

15番８号 

名称 
ファミールタウン鈴蘭台

自治会
鴨子ヶ原三丁目自治会 

君影町四・五丁目自治

会 

主たる事務所 
神戸市北区鈴蘭台西町４

丁目13番１号

神戸市東灘区鴨子ヶ原３

丁目29番38号

神戸市北区君影町５丁

目15番９号 

代表者の氏名 藤 憲二 田中 弘子 舟橋 由美 

代表者の住所 
神戸市北区鈴蘭台西町４

丁目11番１号

神戸市東灘区鴨子ヶ原３

丁目５番７号

神戸市北区君影町５丁

目11番５号 

名称 行原自治会 ひよどり台南町自治会 

主たる事務所 
神戸市北区淡河町行原

110番地の1 

神戸市北区ひよどり台南

町３丁目７番地の８ 

代表者の氏名 澤野 彰男 菊󠄂岡 達也 

代表者の住所 
神戸市北区淡河町行原

142番地 

神戸市北区ひよどり台南

町３丁目７番地の９ 
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２ 変更があった事項及びその内容、変更年月日 

（１）桃山台自治会            令和７年４月６日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 芦田 千晶 糴川 高嗣 

代表者の住所 神戸市垂水区桃山台３丁目９番地の13 神戸市垂水区桃山台３丁目１番地の６ 

（２）幸陽町自治会 令和７年４月６日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 菅原 外代次 湯川 哲三 

代表者の住所 神戸市北区幸陽町３丁目３番地の８ 神戸市北区幸陽町３丁目11番地の１ 

（３）岩岡サンタウン自治会   令和７年４月６日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 乃美 昌司 谷口 壽男 

代表者の住所 神戸市西区岩岡町岩岡616番地の92 神戸市西区岩岡町岩岡616番地の26 

（４）錦ヶ丘自治会 令和７年４月７日変更 

変更前 変更後 

主たる事務所 神戸市西区玉津町新方14番地の47 神戸市西区玉津町新方14番地の19 

代表者の氏名 十倉 麦 宮城 直広 

代表者の住所 神戸市西区玉津町新方14番地の47 神戸市西区玉津町新方14番地の19 

（５）中野自治会 令和６年４月１日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 野口 英二 当真 一秀 

代表者の住所 神戸市西区中野２丁目15番地の７ 神戸市西区中野１丁目17番地の９ 

令和７年４月７日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 当真 一秀 駒田 芳 

代表者の住所 神戸市西区中野１丁目17番地の９ 神戸市西区中野２丁目19番地の６ 
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（６）神戸北町大原３丁目自治会 令和７年４月12日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 上原 美砂 細川 みどり 

代表者の住所 神戸市北区大原３丁目16番７号 神戸市北区大原３丁目15番８号 

（７）ファミールタウン鈴蘭台自治会 令和７年４月13日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 竹田 薫 藤 憲二 

代表者の住所 神戸市北区鈴蘭台西町４丁目10番21号 神戸市北区鈴蘭台西町４丁目11番１号 

（８）鴨子ヶ原三丁目自治会 令和７年４月13日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 平畠 純子 田中 弘子 

代表者の住所 神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目14番３号 神戸市東灘区鴨子ヶ原３丁目５番７号 

（９）君影町四・五丁目自治会 令和７年４月20日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 野林 豊 舟橋 由美 

代表者の住所 神戸市北区君影町４丁目３番17号 神戸市北区君影町５丁目11番５号 

（10）行原自治会 令和７年４月20日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 井上 克美 澤野 彰男 

代表者の住所 神戸市北区淡河町行原68番地 神戸市北区淡河町行原142番地 

（11）ひよどり台南町自治会 令和７年４月21日変更 

変更前 変更後 

代表者の氏名 戸江 佳弘 菊󠄂岡 達也 

代表者の住所 
神戸市北区ひよどり台南町３丁目６番

地の21 

神戸市北区ひよどり台南町３丁目７番

地の９ 
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神戸市告示第144号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３号）

第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）及び第 23 条の２の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年５月 27日 

 神戸市長  久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去し、及び

保管した自転車等の台数、撤去し、及び保管した年月日並びに問い合わせ先 

  別表のとおり 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

三宮保管所及び湊町保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

（日曜日、祝日及び 12月 28日から１月４日を除く）

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住所及 

び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示しなければ

ならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から１月

を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用

を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないときは、当該自転

車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　 　表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ、又は放
置されていた場所

撤去し、及び保管した年月日 問い合わせ先

中央区小野浜町３番地先 自転車 4 台 兵庫区湊川町２丁目１番12号

三宮保管所 原動機付自転車 0 台 建設局中部建設事務所

自転車 38 台 電話　511-0515

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 8 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 21 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 18 台

原動機付自転車 2 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 15 台

原動機付自転車 1 台

自転車 15 台

原動機付自転車 0 台

自転車 11 台

原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

自転車 9 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 6 台

原動機付自転車 0 台

自転車 14 台

原動機付自転車 0 台

令和7年4月8日

中央区長期放置

令和7年4月14日

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月17日

令和7年4月24日

令和7年4月28日

中央区長期放置

撤去し、及び保管した自転車等
の台数

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

令和7年4月11日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月7日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月9日

令和7年4月15日

令和7年4月18日
三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月26日

令和7年4月22日

駐輪場内

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月1日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月2日

三宮駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月5日

中央区長期放置

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

中央区長期放置

中央区長期放置

元町駅周辺
自転車等放置禁止区域

中央区長期放置
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兵庫区湊町1丁目35 自転車 22 台

湊町保管所 原動機付自転車 0 台

自転車 18 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 12 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 21 台

原動機付自転車 0 台

自転車 24 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 4 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 16 台

原動機付自転車 0 台

自転車 1 台

原動機付自転車 0 台

自転車 3 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 1 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 7 台

原動機付自転車 0 台

自転車 13 台

原動機付自転車 0 台

自転車 2 台

原動機付自転車 0 台

自転車 5 台

原動機付自転車 0 台

自転車 10 台

原動機付自転車 1 台

自転車 16 台

原動機付自転車 1 台

自転車 1 台

原動機付自転車 2 台

兵庫区長期放置

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月11日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月16日

令和7年4月21日

令和7年4月8日

兵庫区長期放置

兵庫区長期放置 令和7年4月26日

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

兵庫区長期放置

令和7年4月23日

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

兵庫区長期放置 令和7年4月17日

兵庫区長期放置 令和7年4月22日

令和7年4月1日

令和7年4月4日

神戸駅周辺
自転車等放置禁止区域

令和7年4月10日

新開地駅周辺
自転車等放置禁止区域

駐輪場内

湊川駅周辺
自転車等放置禁止区域
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神戸市告示第145号 

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例

第３号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

り自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去

し、及び保管した自転車等の台数、撤去し、保管した年月日並びに問い合わせ先 

 別表のとおり 

２ 保管期間 

 この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

垂水自転車保管所 

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、そ

の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長

に提示しなければならない。 

５ その他 

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日

から 1 月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保

管に不相当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することが

できないときは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別表

自転車等の保管及び 自転車等が置かれ、又は 撤去し、及び

返還の場所 放置されていた場所 保管した年月日

　垂水区西舞子８丁目20番19号 　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和7年4月1日 垂水区福田５丁目６番20号

　垂水保管所 　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台 建設局垂水建設事務所

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ２ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ０ 台 令和7年4月7日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     １ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車 １ 台 令和7年4月14日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     0 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ４ 台 令和7年4月17日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　舞子駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　塩屋駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ３ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ３ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      １ 台 令和7年4月21日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ３ 台

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水駅周辺自転車等 　自転車　　　　      ２ 台 令和7年4月25日

　放置禁止区域 　原動機付自転車     ０ 台

　垂水区管内長期放置 　自転車　　　　      ２ 台

　原動機付自転車     ０ 台

問い合わせ先
撤去し、及び保管した

自転車等の台数

令和７年５月27日　神戸市公報第3912号
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神戸市告示第146号 

 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和 58 年４月条例第３ 

号）第 11 条第２項（同条例第 12 条第２項において準用する場合を含む。）第 23 条の２項及び３ 

項の規定により自転車等を撤去し、及び保管したので、同条例第 13 条第１項の規定により次の 

とおり告示する。 

令和 7 年 5 月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 自転車等の保管及び返還の場所、自転車等が置かれ、又は放置されていた場所、撤去及び 

保管した自転車等の台数、撤去及び保管した年月日並びに問い合わせ先別表のとおり。 

２ 保管期間 

  この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。） 

３ 返還事務を行う時間 

(1) 西部保管所・西代保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで。

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

(2) 須磨保管所・名谷保管所

ア 火曜日・木曜日 午後３時から午後７時まで。

（ただし、即時撤去日より７日間は(1)と同様の運用とする。）

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで。

４ 返還を受けるために必要な事項 

自転車等の利用者等は、当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは、その住 

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し 

なければならない。 

５ その他 

  この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から 

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相 

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないと 

きは、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。 
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別　表

自転車等の保
管及び返還の
場所

自転車等が置かれ、又は放置
されていた場所

撤去及び保管し
た年月日

問い合わせ先

自転車 33台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 4台

原動機付自転車 0台

自転車 15台

原動機付自転車 1台

自転車 13台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 19台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 6台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 1台

原動機付自転車 0台

自転車 13台

原動機付自転車 0台

自転車 15台

原動機付自転車 1台

自転車 13台

原動機付自転車 0台

自転車 23台

原動機付自転車 0台

自転車 10台

原動機付自転車 0台

自転車 9台

原動機付自転車 0台

自転車 0台

原動機付自転車 0台

自転車 7台

原動機付自転車 0台

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

須磨・須磨海浜公園駅周辺
自転車等放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区須磨浦
通２丁目２番
須磨保管所

令和7年4月8日

長田・須磨区管内長期放置

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

神戸市須磨区
妙法寺字ヌメ
リ石１番地の
１
建設局西部建
設事務所
電話742-2468

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和7年4月5日

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

令和7年4月17日

令和7年4月22日

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和7年4月9日

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

令和7年4月10日

令和7年4月16日

令和7年4月14日

撤去及び保管した自転
車等の台数

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

名谷・妙法寺駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

須磨区西落合
６丁目１番
名谷保管所

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

長田・須磨区管内長期放置

長田区西代通
１丁目１番
西代保管所

板宿駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田区御屋敷
通２丁目６番
西部保管所

新長田駅周辺自転車等
放置禁止区域

長田・須磨区管内長期放置

令和7年4月23日

令和7年4月24日

令和7年4月25日

長田・須磨区管内長期放置

高速長田駅周辺自転車等
放置禁止区域
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神戸市告示第147号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和７年５月28日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和７年６月10日まで一般の縦覧

に供する。 

令和７年５月27日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 西須磨方面

第37号線 

神戸市須磨区天神町５丁目

４番８地先から 

神戸市須磨区天神町５丁目

４番３地先まで 

新 23.40 最大  3.10 

 最小  2.50 

旧 23.40 最大  2.10 

 最小  1.50 
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神戸市告示第148号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和７年５月28日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和７年６月10日まで一般の縦覧

に供する。 

令和７年５月27日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 車1号線 神戸市須磨区妙法寺字上ノ

池722番11から 

神戸市須磨区妙法寺字上ノ

池722番11まで 

新 12.90 最大  12.70 

最小  12.20 

旧 12.90 最大  15.40 

最小  13.80 
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神戸市告示第 149号 

  電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第 39 号）第３

条第１項の規定により電線共同溝を整備すべき道路として令和７年５月

27 日付けで次のとおり指定をしたので，同条第４項の規定により告示す

る。 

令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

指定をした道路の部分 

県道神戸明石線の区間のうち須磨区大池町 5 丁目 118 番 1 地先から須

磨区中島町 3 丁目 40 番地先までの上下線 
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神戸市公告 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）第38条第４項の規定に

基づく岡本クレセントハイツマンション建替組合の解散申請を認可しましたので、同法同条第

６項の規定に基づき公告します。 

令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定によ

り次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２

項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和７年５月 27 日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和７年５月 27 日 

                             神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イズミヤショッピングセンター西神戸 

  神戸市西区竜が岡１丁目 21 番地１他 

２ 変更した事項 

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

  （変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

イズミヤ・阪急オアシス

株式会社 
大阪市北区角田町８番７号 

代表取締役 

林 克弘 

株式会社エイチ・ツー・オ

ー商業開発 
大阪市西成区花園南１丁目４番４号 

代表取締役 

今井 康博 

株式会社ＣＦＩＺ 
大阪市中央区南船場２丁目７番 30 号 船

場ＳＴビル 

代表取締役 

中山 和亮 

株式会社赤ちゃん本舗 大阪市中央区南本町３丁目３－21 
代表取締役 

味志 謙司 

株式会社さが美 
横浜市戸塚区川上町 87 番地４ Ｎ＆Ｆビ

ル１ ４階 

代表取締役 

形部 幸裕 

株式会社イトミヤ 大阪市阿倍野区阪南町１丁目３番 10 号 
代表取締役 

竹中 隆 

株式会社エスペニア 東京都町田市森野６丁目 375－１ 
代表取締役 

宇野 佳嗣 

株式会社エスエーアルフ

ァー 
神戸市灘区五毛通１丁目５－５－104 

代表取締役 

建元 博之 

有限会社セレクション 大阪市中央区南本町３丁目４番６号 
代表取締役 

大野 修 
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株式会社ミヤコ 兵庫県加古川市加古川町篠原町 13－４ 
代表取締役 

貴傳名 充 

株式会社パリミキ 東京都中央区日本橋室町２丁目４番３号 
代表取締役 

恒吉 裕司 

株式会社ナフコ 北九州市小倉北区魚町２丁目６－10 
代表取締役 

石田 卓巳 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目 38 番地 
代表取締役 

河合 映治 

ニッケン文具株式会社 大阪府東大阪市長田中４丁目５－44 
代表取締役 

德弘 茂 

寺内株式会社 大阪市中央区南久宝寺町１丁目９番 13 号 
代表取締役 

末永 義博 

株式会社犬の家 愛知県春日井市瑞穂通３丁目 90 
代表取締役 

福手 由美 

株式会社ブックファース

ト 

大阪市北区芝田２丁目１－18 西阪急ビル

８階 

代表取締役 

佐薙 大輔 

株式会社タカヨシ 
千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 幕張テク

ノガーデンＢ棟 14 階 

代表取締役 

黒田 智也 

株式会社不二家神戸 神戸市西区高塚台５丁目４番地１ 
代表取締役 

八木 隆之 

ダイリキ株式会社 大阪市西区新町１丁目 27－９ 
代表取締役 

高橋 淳 

株式会社Ｐｌｕｓ Ｆ 兵庫県加古郡稲美町六分一 1182－83 
代表取締役 

石黒 央根 

 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

イズミヤ・阪急オアシス

株式会社 
大阪市北区角田町８番７号 

代表取締役 

林 克弘 

株式会社エイチ・ツー・

オー商業開発 
大阪市西成区花園南１丁目４番４号 

代表取締役 

今井 康博 

株式会社ＣＦＩＺ 
大阪市中央区南船場２丁目７番 30 号 

船場ＳＴビル 

代表取締役 

中山 和亮 

株式会社赤ちゃん本舗 大阪市中央区南本町３丁目３－21 
代表取締役 

味志 謙司 

株式会社さが美 
横浜市戸塚区川上町 87 番地４ Ｎ＆Ｆ

ビル１ ４階 

代表取締役 

形部 幸裕 
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株式会社イトミヤ 大阪市阿倍野区阪南町１丁目３番 10 号 
代表取締役 

竹中 隆 

株式会社エスペニア 東京都町田市森野６丁目 375－１ 
代表取締役 

宇野 佳嗣 

株式会社エスエーアルフ

ァー 
神戸市灘区五毛通１丁目５－５－104 

代表取締役 

建元 博之 

有限会社セレクション 大阪市中央区南本町３丁目４番６号 
代表取締役 

大野 修 

株式会社ミヤコ 兵庫県加古川市加古川町篠原町 13－４ 
代表取締役 

貴傳名 充 

株式会社パリミキ 東京都中央区日本橋室町２丁目４番３号 
代表取締役 

恒吉 裕司 

株式会社ナフコ 北九州市小倉北区魚町２丁目６－10 
代表取締役 

石田 卓巳 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目 38 番地 
代表取締役 

河合 映治 

ニッケン文具株式会社 大阪府東大阪市長田中４丁目５－44 
代表取締役 

德弘 茂 

寺内株式会社 
大阪市中央区南久宝寺町１丁目９番 13

号 

代表取締役 

末永 義博 

株式会社犬の家 愛知県春日井市瑞穂通３丁目 90 
代表取締役 

福手 由美 

株式会社ブックファース

ト 

大阪市北区芝田２丁目１－18 西阪急ビ

ル８階 

代表取締役 

佐薙 大輔 

株式会社タカヨシ 
千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 幕張テ

クノガーデンＢ棟 14 階 

代表取締役 

黒田 智也 

ダイリキ株式会社 大阪市西区新町１丁目 27－９ 
代表取締役 

高橋 淳 

株式会社Ｐｌｕｓ Ｆ 兵庫県加古郡稲美町六分一 1182－83 
代表取締役 

石黒 央根 

 

３ 変更する年月日 

令和６年９月 30日 

４ 変更する理由 

テナント退店のため。 

３ 届出年月日 

令和７年３月 27 日 

４ 縦覧期間 

令和７年５月 27 日から令和７年９月 29 日まで 
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５ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定によ

り次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２

項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和７年５月 27 日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和７年５月 27 日 

                             神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ハーバーランド ダイヤニッセイビル 

  神戸市中央区東川崎町１丁目７番２号乃至８号 

２ 変更した事項 

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

  （変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

変更の年月日 

変更する理由 

コネクシオ株式会

社 
東京都港区虎ノ門４－１－１ 

代表取締役 

目時 利一郎 

 

株式会社ピーアッ

プ 
東京都足立区千住１－４－１ 

代表取締役 

中込 正典 

 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条吉行東１

－４－14 

代表取締役 

矢野 靖二 

 

ライフニジュウイ

チ株式会社 

奈良県奈良市高天市町 15－

１ライフ 21 ビル 

代表取締役 

金澤 孝 

 

株式会社セリア 
岐阜県大垣市外渕２丁目 38

番地 

代表取締役 

河合 映治 

 

株式会社ココカラ

ファインヘルスケ

ア 

横浜市港北区新横浜３－17－

６  

代表取締役 

塚本 厚志 

 

株式会社ティーガ

イア 

東京都渋谷区恵比寿４－１－

18 

代表取締役 

石田 將人 

 

エステールホール

ディングス株式会

社 

東京都中央区銀座１－19－７ 
代表取締役 

丸山 雅史 
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株式会社レガロ 
東京都目黒区東山１－８－６

サンロイヤル東山 101 

代表取締役 

樋口 浄 

 

株式会社ＴＳＩ 東京都港区赤坂８－５－27 
代表取締役 

下地 毅 

 

株式会社フィール

ズインターナショ

ナル 

神戸市中央区港島中町６－８

－１ 

代表取締役 

大峯 伊索 

 

株式会社アダスト

リア 

茨城県水戸市泉町３丁目１番

27 号 

代表取締役 

福田 三千男 

 

株式会社東京デリ

カ 

東京都葛飾区新小岩１－48－

14 第３デリカビル９Ｆ 

代表取締役 

木山 剛史 

 

株式会社ザ・キッ

ス 
東京都目黒区東山３－７－１ 

代表取締役 

李 成在 

 

株式会社バロック

ジャパンリミテッ

ド 

東京都目黒区青葉台４－７－

７ 

代表取締役 

村井 博之 

 

株式会社アーバン

リサーチ 

大阪市西区京町堀１丁目６－

４アーバンリサーチビル 10

Ｆ 

代表取締役 

竹村 圭祐 

 

株式会社オンデーズ 

東京都品川区東品川２－２－

８スフィアタワー天王洲 27

Ｆ 

代表取締役 

田中 修治 

 

株式会社ウッディー

ハウス 

京都府舞鶴市字浜 1054ＮＴ

Ｔビル舞鶴別館 

代表取締役 

志摩 幹一郎 

 

株式会社エーディ

ックス 

京都市南区上鳥羽仏現寺町

23－１ 

代表取締役 

佐野 秀男 

 

ギャップジャパン

株式会社 

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－32

－10 

代表取締役 

秋山 玄 

 

株式会社ロージー 広島市中区舟入川口町 16－28 
代表取締役 

佐々木 智弘 

 

エル・エル・ビー

ン・インターナシ

ョナル 

東京都武蔵野市吉祥寺南町１

－16－３ 

代表取締役 

能登 雅文 

 

株式会社キャン 岡山市北区幸町２－８ 
代表取締役 

阿部 和則 

 

株式会社ジュン 東京都港区南青山２－26－１ 
代表取締役 

佐々木 進 
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トリンプ・インタ

ーナショナル・ジ

ャパン株式会社 

東京都中央区築地５－６－４

浜離宮三井ビルディング 

代表取締役 

ヴァンサン ネリ

アス 

 

株式会社イング 
神戸市中央区港島南町４－６

－２ 

代表取締役 

向井 孝司 

 

株式会社ナカザワ 滋賀県湖南市中央２－92 
代表取締役 

中澤 道盛 

 

株式会社ダブルエ

ー 

東京都渋谷区恵比寿１－20－

18 ７Ｆ 

代表取締役 

肖 俊偉 

 

株式会社ファイブ・

フォックス 

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－38

－12 

代表取締役 

上田 稔夫 

 

キンバレー株式会

社 

東京都中央区銀座１－19－７ 

ＪＲＥ銀座１丁目イーストビ

ル６階 

代表取締役 

岩坪 謙吉 

 

株式会社モーゲン

デビッド 
福岡市薬院１－２－２－202 

代表取締役 

レヴィトニー 

 

株式会社パルグル

ープホールディン

グス 

大阪市中央区道修町３－６－

１ 

代表取締役 

井上 隆太 

 

株式会社アルカス

インターナショナ

ル 

神戸市中央区港島中町６丁目

８番１ 

代表取締役 

阪本 敏之 

 

株式会社ニコル 東京都渋谷区東１－32－12 
代表取締役 

木野村 尚孝 

 

株式会社コカ 
横浜市神奈川区鶴屋町３－35

－１ 

代表取締役 

吉田 健一郎 

 

株式会社アイジー

エー 

福井県越前市矢放町 13－８

－９ 

代表取締役 

五十嵐 昭順 

 

株式会社ジンズ 
群馬県前橋市川原町２－26－

４ 

代表取締役 

田中 仁 

 

株式会社田中ふと

ん店 
愛知県一宮市本町３－９－14 

代表取締役 

田中 公雄 

 

株式会社Ｙｏｇｉ

ｂｏ 
大阪市中央区瓦町３－６－５ 

代表取締役 

木村 誠司 

 

Ｒ.Ｏ.Ｕ株式会社 千葉市美浜区中瀬１－５－１ 
代表取締役 

藤永 紀仁 
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株式会社ヴィレッ

ジヴァンガードコ

ーポレーション 

名古屋市名東区上社１丁目

901 番地 

代表取締役 

白川 篤典 

 

株式会社エービー

ストア 

京都市伏見区深草西浦町８－

113 西陣ビル４Ｆ 

代表取締役 

孫 周基 

 

株式会社ウィゴー 
東京都渋谷区恵比寿南１－16

－３ ２Ｆ恵比寿事務所 

代表取締役 

園田 恭輔 

 

株式会社ストライ

プインターナショ

ナル 

岡山市北区幸町２－８ 
代表取締役 

立花 隆央 

 

株式会社ライトオ

ン 

茨城県つくば市小野崎 2601

－１ 

代表取締役 

藤原 祐介 

 

株式会社ムラサキ

スポーツ 
東京都台東区上野７－14－５ 

代表取締役 

金山 元一 

 

株式会社ＣＥＭＥ

ＮＴ 

大阪市中央区西心斎橋２－10

－35 

代表取締役 

伊藤 亮二 

 

株式会社ピート 東京都墨田区錦糸１－11－16 
代表取締役 

赤池 順一 

 

株式会社ナルミ

ヤ・インターナシ

ョナル 

東京都港区芝公園２－４－１

芝パークビルＢ館９階 

代表取締役 

國京 紘宇 

 

ドリームカプセル

株式会社 
名古屋市緑区徳重３－101 

代表取締役 

都築 祐介 

 

パセリエンタープ

ライズ株式会社 
滋賀県長浜市勝町 803 

代表取締役 

松本 規義 

 

株式会社ポポンデ

ッタ 

東京都千代田区外神田３－３

－３ 

代表取締役 

太田 和伸 

 

株式会社Ｆ・Ｏイ

ンターナショナル 

神戸市中央区磯上通７－１－

５ 

代表取締役 

小野 行由 

 

株式会社ムーンス

ター 

福岡県久留米市白山町 60 番

地 

代表取締役 

井田 祥一 

 

株式会社ベベ 
神戸市中央区港島中町６－８

－２ 

代表取締役 

卜部 正寿 

 

株式会社セイバン 
兵庫県たつの市龍野町片山

379－１ 

代表取締役 

泉 貴章 

 

株式会社エービー

シー・マート 
東京都渋谷区神南１－11－５ 

代表取締役 

野口 実 
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イオンリテール株

式会社 
千葉市美浜区中瀬１－５－１ 

代表取締役 

井出 武美 

 

株式会社ＩＴＸジ

ャパン 

東京都渋谷区恵比寿西１－

10-11 フジワラビルディング

６Ｆ 

代表取締役 

ローソン悦子 

 

株式会社ビー・エ

ー・エル 

京都市中京区河原町通三条下

ル２山崎町 251 

代表取締役 

杉山 卓雄 

 

有限会社 Leaf 奈良市神功５－２－26 
代表取締役 

岡村 仁美 

 

エイチ・アンド・

エムヘネス・アン

ド・マウリッツ・

ジャパン株式会社 

東京都渋谷区宇田川町 33－

６渋谷フラッグ６Ｆ 

代表取締役 

ルーカス セイフ

ァート 

 

株式会社カイタッ

クトレーディング 
岡山市北区昭和町３－12 

代表取締役 

赤木 政一 

 

河淳株式会社 
東京都中央区日本橋浜町３－

15－１ 

代表取締役 

河崎 淳三郎 

 

株式会社つるや 愛媛県松山市港町３－８－12 
代表取締役 

鶴田 直丈 

 

株式会社ぬのや 
神戸市中央区三宮町１－８－

１－148 

代表取締役 

橋本 千恵 

 

株式会社ユニクロ 
山口県山口市佐山 10717 番地

１ 

代表取締役 

柳井 正 

 

ゼビオ株式会社 
福島県郡山市朝日３丁目７番

35 号 

代表取締役 

諸橋 友良 

 

日本トイザラス株

式会社 

川崎市幸区大宮町 1310 番地

ミューザ川崎セントラルタワ

ー25 階 

代表取締役 

テイラー・リチャ

ード・コリン 

 

株式会社ジーユー 
山口県山口市佐山 10717 番地

１ 

代表取締役 

柚木 治 

 

株式会社ＡＯＫＩ 横浜市都筑区葛が谷６－56 
代表取締役 

森 裕隆 

 

株式会社大垣書店 
京都市北区小山上総町 14

（北大路駅前） 

代表取締役 

大垣 守弘 

 

株式会社ソフマッ

プ 

東京都千代田区外神田 1 丁目

16－９ 

代表取締役 

中阿地 信介 

 

株式会社ファミリ

ーマート 
東京都港区芝浦３－１－21 

代表取締役 

細身 研介 
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株式会社花恋人 
奈良県橿原市曲川町７－21－

６ 

代表取締役 

野田 将克 

 

株式会社キャメル

珈琲 

東京都世田谷区代田２－31－

８ 

代表取締役 

尾田 信夫 

 

株式会社コックス 
東京都中央区日本橋浜町１－

２－１ 

代表取締役 

三宅 英木 

 

 

（変更後） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

変更の年月日 

変更する理由 

コネクシオ株式会

社 
東京都港区虎ノ門４－１－１ 

代表取締役 

目時 利一郎 
 

株式会社ピーアッ

プ 
東京都足立区千住１－４－１ 

代表取締役 

中込 正典 
 

株式会社大創産業 
広島県東広島市西条吉行東１

－４－14 

代表取締役 

矢野 靖二 
 

ライフニジュウイ

チ株式会社 

奈良県奈良市高天市町 15－

１ライフ 21 ビル 

代表取締役 

金澤 孝 
 

株式会社セリア 
岐阜県大垣市外渕２丁目 38

番地 

代表取締役 

河合 映治 
 

株式会社ココカラ

ファインヘルスケ

ア 

横浜市港北区新横浜３－17－

６  

代表取締役 

塚本 厚志 
 

株式会社ティーガ

イア 

東京都渋谷区恵比寿４－１－

18 

代表取締役 

石田 將人 
 

エステールホール

ディングス株式会

社 

東京都中央区銀座１－19－７ 
代表取締役 

丸山 雅史 
 

株式会社レガロ 
東京都目黒区東山１－８－６

サンロイヤル東山 101 

代表取締役 

樋口 浄 
 

ルックスオティカ

ジャパン株式会社 
東京都千代田区二番町４－５ 

代表取締役 

山崎 真也 

令和６年４月 24 日 

新規出店のため。 

株式会社ＴＳＩ 東京都港区赤坂８－５－27 
代表取締役 

下地 毅 
 

株式会社フィール

ズインターナショ

ナル 

神戸市中央区港島中町６－８

－１ 

代表取締役 

丸山 紀之 

令和６年３月 12 日 

代表者変更のため。 
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株式会社アダスト

リア 

茨城県水戸市泉町３丁目１番

27 号 

代表取締役 

福田 三千男 
 

株式会社東京デリ

カ 

東京都葛飾区新小岩１－48－

14 第３デリカビル９Ｆ 

代表取締役 

木山 剛史 
 

株式会社ザ・キッ

ス 
東京都目黒区東山３－７－１ 

代表取締役 

李 成在 
 

株式会社バロック

ジャパンリミテッ

ド 

東京都目黒区青葉台４－７－

７ 

代表取締役 

村井 博之 
 

株式会社アーバン

リサーチ 

大阪市西区京町堀１丁目６－

４アーバンリサーチビル 10

Ｆ 

代表取締役 

竹村 圭祐 
 

株式会社オンデーズ 

東京都品川区東品川２－２－

８スフィアタワー天王洲 27

Ｆ 

代表取締役 

田中 修治 
 

株式会社ウッディー

ハウス 

京都府舞鶴市字浜 1054ＮＴ

Ｔビル舞鶴別館 

代表取締役 

志摩 幹一郎 
 

株式会社エーディ

ックス 

京都市南区上鳥羽仏現寺町

23－１ 

代表取締役 

佐野 秀男 
 

ギャップジャパン

株式会社 

東京都渋谷区千駄ヶ谷５－32

－10 

代表取締役 

クリストファー 

モーラー 

令和６年１月 13 日 

代表者変更のため。 

株式会社ロージー 広島市中区舟入川口町 16－28 
代表取締役 

佐々木 智弘 
 

エル・エル・ビー

ン・インターナシ

ョナル 

東京都武蔵野市吉祥寺南町１

－16－３ 

代表取締役 

能登 雅文 
 

株式会社キャン 岡山市北区幸町２－８ 
代表取締役 

阿部 和則 
 

株式会社ジュン 東京都港区南青山２－26－１ 
代表取締役 

佐々木 進 
 

トリンプ・インタ

ーナショナル・ジ

ャパン株式会社 

東京都中央区築地５－６－４

浜離宮三井ビルディング 

代表取締役 

ヴァンサン ネリ

アス 

 

株式会社イング 
神戸市中央区港島南町４－６

－２ 

代表取締役 

向井 孝司 
 

株式会社ナカザワ 滋賀県湖南市中央２－92 
代表取締役 

中澤 道盛 
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株式会社ダブルエ

ー 

東京都渋谷区恵比寿１－20－

18 ７Ｆ 

代表取締役 

肖 俊偉 
 

株式会社ファイブ・

フォックス 

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－38

－12 

代表取締役 

風間 隆行 

令和６年１月 13 日 

代表者変更のため。 

キンバレー株式会

社 

東京都中央区銀座１－19－７ 

ＪＲＥ銀座１丁目イーストビ

ル６階 

代表取締役 

岩崎 亮太 

令和６年１月 13 日 

代表者変更のため。 

株式会社モーゲン

デビッド 
福岡市薬院１－２－２－202 

代表取締役 

レヴィトニー 
 

株式会社パルグル

ープホールディン

グス 

大阪市中央区道修町３－６－

１ 

代表取締役 

井上 隆太 
 

株式会社アルカス

インターナショナ

ル 

神戸市中央区港島中町６丁目

８番１ 

代表取締役 

阪本 敏之 
 

株式会社ニコル 東京都渋谷区東１－32－12 
代表取締役 

木野村 尚孝 
 

株式会社コカ 
横浜市神奈川区鶴屋町３－35

－１ 

代表取締役 

吉田 健一郎 
 

株式会社アイジー

エー 

福井県越前市矢放町 13－８

－９ 

代表取締役 

五十嵐 昭順 
 

株式会社ジンズ 
群馬県前橋市川原町２－26－

４ 

代表取締役 

田中 亮 

令和６年１月 13 日 

代表者変更のため。 

株式会社田中ふと

ん店 
愛知県一宮市本町３－９－14 

代表取締役 

田中 公雄 
 

株式会社Ｙｏｇｉ

ｂｏ 
大阪市中央区瓦町３－６－５ 

代表取締役 

木村 誠司 
 

Ｒ.Ｏ.Ｕ株式会社 千葉市美浜区中瀬１－５－１ 
代表取締役 

藤永 紀仁 
 

株式会社ヴィレッ

ジヴァンガードコ

ーポレーション 

名古屋市名東区上社１丁目

901 番地 

代表取締役 

白川 篤典 
 

株式会社エービー

ストア 

京都市伏見区深草西浦町８－

113 西陣ビル４Ｆ 

代表取締役 

金谷 京一 

令和６年８月１日 

代表者変更のため。 

株式会社ウィゴー 東京都港区芝浦４－15－33 
代表取締役 

園田 恭輔 

令和６年１月 13 日 

住所変更のため。 
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株式会社ストライ

プインターナショ

ナル 

岡山市北区幸町２－８ 
代表取締役 

川部 将士 

令和６年１月 13 日 

代表者変更のため。 

株式会社ライトオ

ン 

茨城県つくば市小野崎 2601

－１ 

代表取締役 

藤原 祐介 
 

株式会社ムラサキ

スポーツ 
東京都台東区上野７－14－５ 

代表取締役 

金山 元一 
 

株式会社ＣＥＭＥ

ＮＴ 

大阪市中央区西心斎橋２－10

－35 

代表取締役 

伊藤 亮二 
 

株式会社ピート 東京都墨田区錦糸１－11－16 
代表取締役 

赤池 順一 
 

株式会社ナルミ

ヤ・インターナシ

ョナル 

東京都港区芝公園２－４－１

芝パークビルＢ館９階 

代表取締役 

國京 紘宇 
 

ドリームカプセル

株式会社 
名古屋市緑区徳重３－101 

代表取締役 

都築 祐介 
 

パセリエンタープ

ライズ株式会社 
滋賀県長浜市落合町 645 番地 

代表取締役 

松本 規義 

令和６年６月 28 日 

住所変更のため。 

株式会社ポポンデ

ッタ 

東京都千代田区外神田３－３

－３ 

代表取締役 

太田 和伸 
 

株式会社Ｆ・Ｏイ

ンターナショナル 

神戸市中央区磯上通７－１－

５ 

代表取締役 

小野 行由 
 

株式会社ムーンス

ター 

福岡県久留米市白山町 60 番

地 

代表取締役 

井田 祥一 
 

株式会社ベベ 
神戸市中央区港島中町６－８

－２ 

代表取締役 

卜部 正寿 
 

株式会社セイバン 
兵庫県たつの市龍野町片山

379－１ 

代表取締役 

泉 貴章 
 

株式会社エービー

シー・マート 
東京都渋谷区神南１－11－５ 

代表取締役 

野口 実 
 

イオンリテール株

式会社 
千葉市美浜区中瀬１－５－１ 

代表取締役 

井出 武美 
 

株式会社ＩＴＸジ

ャパン 

東京都渋谷区恵比寿西１－

10-11 フジワラビルディング

６Ｆ 

代表取締役 

ローソン悦子 
 

株式会社ビー・エ

ー・エル 

京都市中京区河原町通三条下

ル２山崎町 251 

代表取締役 

杉山 卓雄 
 

有限会社 Leaf 奈良市神功５－２－26 代表取締役  
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岡村 仁美 

エイチ・アンド・

エムヘネス・アン

ド・マウリッツ・

ジャパン株式会社 

東京都渋谷区宇田川町 33－

６渋谷フラッグ６Ｆ 

代表取締役 

ルーカス セイフ

ァート 

 

株式会社カイタッ

クトレーディング 
岡山市北区昭和町３－12 

代表取締役 

赤木 政一 
 

河淳株式会社 
東京都中央区日本橋浜町３－

15－１ 

代表取締役 

河崎 淳三郎 
 

株式会社つるや 愛媛県松山市港町３－８－12 
代表取締役 

鶴田 直丈 
 

株式会社ぬのや 
神戸市中央区三宮町１－８－

１－148 

代表取締役 

橋本 千恵 
 

株式会社ユニクロ 
山口県山口市佐山 10717 番地

１ 

代表取締役 

柳井 正 
 

ゼビオ株式会社 
福島県郡山市朝日３丁目７番

35 号 

代表取締役 

諸橋 友良 
 

日本トイザラス株

式会社 

川崎市幸区大宮町 1310 番地

ミューザ川崎セントラルタワ

ー25 階 

代表取締役 

テイラー・リチャ

ード・コリン 

 

株式会社ジーユー 
山口県山口市佐山 10717 番地

１ 

代表取締役 

柚木 治 
 

株式会社ＡＯＫＩ 横浜市都筑区葛が谷６－56 
代表取締役 

森 裕隆 
 

株式会社大垣書店 
京都市北区小山上総町 14

（北大路駅前） 

代表取締役 

大垣 守弘 
 

株式会社ソフマッ

プ 

東京都千代田区外神田 1 丁目

16－９ 

代表取締役 

中阿地 信介 
 

株式会社ファミリ

ーマート 
東京都港区芝浦３－１－21 

代表取締役 

細身 研介 
 

株式会社花恋人 
奈良県橿原市曲川町７－21－

６ 

代表取締役 

野田 将克 
 

株式会社キャメル

珈琲 

東京都世田谷区代田２－31－

８ 

代表取締役 

尾田 信夫 
 

株式会社コックス 
東京都中央区日本橋浜町１－

２－１ 

代表取締役 

三宅 英木 
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３ 届出年月日 

令和６年 12 月 25 日 

４ 縦覧期間 

令和７年５月 27 日から令和７年９月 29 日まで 

５ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定によ

り次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２

項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和７年５月 27 日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和７年５月 27 日 

                             神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  高浜モザイク 

  神戸市中央区東川崎町１丁目 59 番地－１他 

２ 変更した事項 

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

  （変更前） 

氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

変更の年月日 

変更する理由 

株式会社サンリオ 
東京都品川区大崎１－11－

１ 

代表取締役  

辻 朋邦 

 

株式会社マスター

ピース 

東京都台東区駒形１－３－

８ 

代表取締役 

太田 克枝 

 

株式会社アットイ

マジン 

神戸市長田区細田町７－１

－９ 

代表取締役 

水戸 光一郎 

 

有限会社テイクツ

ー 

兵庫県三田市ゆりのき台１

－１ Ａ－503 

代表取締役 

竹位 隼之 

 

株式会社サニーブ

レスジャパン 

神戸市東灘区岡本１丁目 11

－24 

代表取締役 

山田 克子 

 

株式会社フィール

ド 

大阪市西成区玉出中２－14

－23 

代表取締役 

岡本 好美 

 

有限会社フロム・ゼ

ロ 

神戸市垂水区向陽３丁目１

－２－104 

代表取締役 

松本 陽典 

 

株式会社神戸ブラ

ンド 

神戸市中央区東川崎町１－

６－１ 

代表取締役 

山下 勇樹 

 

株式会社神戸モリ

ーママ 

神戸市中央区東川崎町１－

５－７ 神戸情報文化ビル

代表取締役 

平佐田 昭弘 
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１Ｆ 

株式会社フェニッ

クス 

大阪市中央区西心斎橋２－

３－８ 

代表取締役 

鈴木 文崇 

 

有限会社イタハ 大阪府高槻市月見町 11－７ 
代表取締役 

板羽 透 

 

フランツ株式会社 
神戸市灘区六甲町 1丁目６－

16 

代表取締役 

眞田 泰秀 

 

株式会社マーレマ

ーレ・ジャパン 

神戸市長田区西尻池町２－

４－６ 

代表取締役 

東 裕司 

 

株式会社モンロワ

ール 

神戸市東灘区岡本１－11－

20 

代表取締役 

前内 芳文 

 

カルビー株式会社 
東京都千代田区丸の内１－

８－３ 

代表取締役 

伊藤 秀二 

 

株式会社アミナコ

レクション 
横浜市緑区鴨居４－50－１ 

代表取締役 

進藤 さわと 

 

株式会社キデイラ

ンド 

東京都千代田区九段北１－

13－５ 

代表取締役 

津村 孝彦 

 

神戸アンパンマン

ミュージアム＆モ

ール有限責任事業

組合 

神戸市中央区東川崎町１－

６－２ 

代表 

関根 崇史 

 

株式会社バンダイ 
東京都台東区駒形１－４－

８ 

代表取締役 

竹中 一博 

 

サンスター文具株

式会社 

東京都台東区浅草橋５－20 

－８ 

代表取締役 

小林 大地 

 

株式会社栗山米菓 新潟市北区新崎 2661 
代表取締役 

栗山 敏昭 

 

株式会社カミーノ 
横浜市西区花咲町５－131－

５ 

代表取締役 

神山 喜可 

 

株式会社セガトイ

ズ 

東京都品川区品川１－１－

１ 住友不動産大崎ガーデ

ンタワー11 階 

代表取締役 

宮﨑 奈緒子 

 

稲垣服飾株式会社 
大阪市中央区久太郎町３－

１－29 

代表取締役 

稲垣 利典 

 

伊藤産業株式会社 
大阪市天王寺区小宮町８－

11 

代表取締役 

伊藤 晴夫 

 

 

（変更後） 
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氏名又は名称 住   所 
法人にあっては 

代表者の氏名 

変更の年月日 

変更する理由 

株式会社サンリオ 
東京都品川区大崎１－11－

１ 

代表取締役 

辻 朋邦 
 

株式会社マスター

ピース 

東京都台東区駒形１－12－

３ 

代表取締役 

菅沼 裕一 

令和６年２月 13 日

（住所） 

令和６年１月 13 日

（代表者） 

住所及び代表者変更

のため。 

株式会社アットイ

マジン 

神戸市長田区細田町７－１

－９ 

代表取締役 

水戸 光一郎 
 

有限会社テイクツ

ー 

兵庫県三田市ゆりのき台１

－１ Ａ－503 

代表取締役 

竹位 隼之 
 

株式会社サニーブ

レスジャパン 

神戸市東灘区岡本１丁目 11

－24 

代表取締役 

山田 克子 
 

株式会社フィール

ド 

大阪市西成区玉出中２－14

－23 

代表取締役 

岡本 好美 
 

有限会社フロム・ゼ

ロ 

神戸市垂水区向陽３丁目１

－２－104 

代表取締役 

松本 陽典 
 

株式会社神戸ブラ

ンド 

神戸市中央区東川崎町１－

６－１ 

代表取締役 

山下 勇樹 
 

株式会社神戸モリ

ーママ 

神戸市中央区東川崎町１－

５－７ 神戸情報文化ビル

１Ｆ 

代表取締役 

藤原 広道 

令和６年１月 13 日

代表者変更のため。 

株式会社フェニッ

クス 

大阪市中央区西心斎橋２－

３－８ 

代表取締役 

鈴木 文崇 
 

有限会社イタハ 大阪府高槻市月見町 11－７ 
代表取締役 

板羽 透 
 

フランツ株式会社 
神戸市灘区六甲町 1丁目６－

16 

代表取締役 

眞田 泰秀 
 

株式会社マーレマ

ーレ・ジャパン 

神戸市長田区西尻池町２－

４－６ 

代表取締役 

東 裕司 
 

株式会社モンロワ

ール 

神戸市東灘区岡本１－12－

14 

代表取締役 

前内 芳文 

令和６年１月 13 日

住所変更のため。 

カルビー株式会社 
東京都千代田区丸の内１－

８－３ 

代表取締役 

江原 信 

令和６年１月 13 日

代表者変更のため。 
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株式会社アミナコ

レクション 
横浜市緑区鴨居４－50－１ 

代表取締役 

進藤 さわと 
 

株式会社キデイラ

ンド 

東京都千代田区九段北１－

13－５ 

代表取締役 

津村 孝彦 
 

神戸アンパンマン

ミュージアム＆モ

ール有限責任事業

組合 

神戸市中央区東川崎町１－

６－２ 

代表 

松井 昌治 

令和６年６月 12 日

代表者変更のため。 

株式会社バンダイ 
東京都台東区駒形１－４－

８ 

代表取締役 

竹中 一博 
 

サンスター文具株

式会社 

東京都台東区浅草橋５－20 

－８ 

代表取締役 

小林 大地 
 

株式会社栗山米菓 新潟市北区新崎 2661 
代表取締役 

栗山 敏昭 
 

株式会社カミーノ 
横浜市西区花咲町５－131－

５ 

代表取締役 

神山 喜可 
 

株式会社セガフェ

イブ 

東京都品川区品川１－１－

１ 住友不動産大崎ガーデ

ンタワー11 階 

代表取締役 

杉野 行雄 

令和６年４月１日 

商号変更及び代表者

変更のため。 

稲垣服飾株式会社 
大阪市中央区久太郎町３－

１－29 

代表取締役 

稲垣 利典 
 

伊藤産業株式会社 
大阪市天王寺区小宮町８－

11 

代表取締役 

伊藤 晴夫 
 

３ 届出年月日 

令和６年 12 月 25 日 

４ 縦覧期間 

令和７年５月 27 日から令和７年９月 29 日まで 

５ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第６条第１項の規定

による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定によ

り次のとおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２

項の添付書類を次のとおり縦覧に供します。 

なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和７年５月 27 日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  神戸相互ビル 

  神戸市東灘区本山南町６丁目 10 番 28 号 

２ 変更した事項 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

  （変更前） 

名称 所在地 

（仮称）神戸相互ビル 神戸市東灘区本山南町６丁目 10 番 28 号 

  （変更後） 

名称 所在地 

神戸相互ビル 神戸市東灘区本山南町６丁目 10 番 28 号 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  （変更前） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

神戸相互タクシー株式会

社 

神戸市東灘区本山南町６丁目 10 番 28

号 

代表取締役 

木下 健三 

（変更後） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

神戸相互タクシー株式会

社 
兵庫県西宮市津門大塚町７番７号 

代表取締役 

平尾 文一 
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⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名 

（変更前） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社ライフコーポレ

ーション 

東京都中央区日本橋本町２丁目６番３

号 

代表取締役 

岩崎 高治 

（変更後） 

氏名又は名称 住所 
法人にあっては

代表者の氏名 

株式会社ライフコーポレ

ーション 
大阪市淀川区西宮原２丁目２番 22 号 

代表取締役 

岩崎 高治 

３ 変更する年月日 

２⑴平成 22 年 10 月 10 日 

２⑵令和４年６月 20 日（住所）、平成 23 年６月 20 日（代表者） 

２⑶令和５年５月 27 日 

４ 変更する理由 

  ２⑴店舗の名称が確定したため。 

２⑵住所・代表者変更のため。 

２⑶本店所在地移転のため。 

５ 届出年月日 

  令和６年９月 27 日 

６ 縦覧期間 

  令和７年５月 27 日から令和７年９月 29 日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

市民公園の認定を取り消したので、神戸市市民公園条例施行規則（昭和51年６月８日規則第

55号）第15条第２項の規定により、神戸市市民公園条例（昭和51年４月１日条例第16号）第20

条第３項において準用する条例第13条第２項の規定により公告します。 

令和７年５月 27 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 市民公園の名称及び所在地 

名称 上二郎市民公園 

所在地 神戸市北区有野町二郎字成尾 421 番地の１ 

２ 認定取消しの年月日 

令和７年５月 27 日 
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